
81 

 

 

 

  

２ 安全安心で活気のある都市基盤の整備 

１）都市政策 

２）幹線道路の整備 

３）生活道路・歩道の整備 

４）交通政策 

５）交通安全 

６）防犯 

７）防災・国民保護 

８）消費者行政 



82 

 

 

 

 

 

 

 

 

町は、首都圏への通勤圏内として、また、関越自動車道の所沢インターに近いという立

地条件にも恵まれ、工業・流通地域として発展してきました。三芳スマートＩＣフルイン

ター化に伴い利便性が向上することから、土地利用の適正化と都市基盤整備を進めていま

す。 

町の土地利用は、現在すでに市街化が進んでいる藤久保・みよし台・竹間沢地域、農用

地に公共施設や工場や事業所が点在する北永井地域、県内有数の活気にあふれる農業が健

在で三富新田のある上富地域と、大きく３つに区分することができます。 

藤久保地域においては、将来に向けて土地利用の適正化を推進していくため、北松原土

地区画整理事業、藤久保第一土地区画整理事業、富士塚土地区画整理事業の３事業を実施

しています。 

 

 

 

土地区画整理事業については、いずれの事業においても平成３１年（2019）までには終

える予定であり、引き続き、地域住民が安全で機能的な生活環境を確保できるよう、秩序

ある土地利用と快適な住環境を整備していく必要があります。 

公園については、ゆとりとうるおいが実感できるくつろぎの場であることから、公園の

整備、拡大は重要な課題です。また、公園施設や遊具の老朽化が進んでおり計画的な改修

が必要となっています。 

三芳スマートＩＣフル化に伴い、交通の利便性が向上することから地域産業の活性化や

雇用の促進を図るため、新たに産業ゾーンを整備することが必要です。 

地域拠点については、現状の土地利用や地域特性をふまえ、観光・農業、芸術・文化、

スポーツ、防災、多世代交流などの機能を整備し、ネットワーク化を図ることで、安全性

や多様性を持った拠点へと強化することが必要です。 

  

■富士塚土地区画整理事業 ■富士塚第２公園 

１） 都市政策 

２ 安全安心で活気のある都市基盤の整備 

◆◇現状◇◆ 

◆◇課題◇◆ 

Ⅱ 安全安心で幸せに暮らせるまち 
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① 土地区画整理事業の促進【都市計画課】 

 良好な都市基盤整備を推進するため、北松原土地区画整理事業、藤久保第一土地区画整

理事業、富士塚土地区画整理事業の完成をめざすとともに、新たな住居系土地区画整理事

業の調査・研究をします。 

② 都市計画の見直し【都市計画課】 

 将来にわたり地域の環境条件と調和しながら、健全で個性溢れる持続可能なまちを築く

ため、都市計画の基本方針の見直しを行います。 

③ 住宅環境の整備【都市計画課】 

 用途地域の見直しや土地区画整理事業等の基盤整備を進め、土地利用の適切な誘導を図

り、農地と住宅や事業所などの混在化の抑制や改善に努めます。また、適切な管理が行わ

れていない空家等に対して、必要な対策を講じていきます。 

④ 公園の整備【都市計画課】 

土地区画整理事業などと連動して新たな公園整備の計画を検討します。また、老朽化し

た施設、遊具などを計画的に改修整備します。 

⑤ 住居表示基本方針の策定【政策推進室】 

 生活の利便性や都市イメージの向上の観点から、市街化区域の住居表示について調査・

研究します。これらの成果により、住民参加のもと、町の住居表示の基本方針を策定しま

す。 

⑥ 産業ゾーンの整備【都市計画課】 

三芳スマートＩＣフルインター化に伴い、地域産業の活性化と雇用の促進を図るため、

産業ゾーンを形成し整備を進めることにより、新規企業の立地を促進します。また、工業

系土地区画整理事業についても調査・研究を進めます。 

⑦ 拠点ゾーンの整備と連携【政策推進室】 

 地域拠点ゾーンについては、観光・農業、芸術・文化、スポーツ、防災、多世代交流等

の地域特性を活かしながら、地域住民の意見を聴いて整備や連携の方法を立案していきま

す。 

●関連計画 

●達成目標 

達成目標 
現状値 

（平成 26年度） 

平成 31年度 

目標値 

平成 35年度 

目標値 

北松原土地区画整理事業進捗率 86.0% 100% - 

藤久保第一土地区画整理事業進捗率 92.4% 100% - 

富士塚土地区画整理事業進捗率 43.3% 100% - 

住宅耐震化率 79.3％ 95％ 100％ 

計画名 計画期間 

建築物耐震化促進計画 平成 21 年度～平成 32 年度 

都市計画マスタープラン 平成 13 年度～平成 32 年度 

今後の施策 



84 

 

 

 

 

 

 

 

 

町には主要な道路として、西部に関越自動車道が、東部に国道２５４号（川越街道）が

それぞれ縦貫しています。また、主要地方道さいたま・ふじみ野・所沢線が南北に走り、

一般県道三芳・富士見線が中央を東西に走っています。 

都市計画道路は、昭和４７年（1972）に計画決定され、現在７路線（７，９５０ｍ）の

うち３，３７５ｍが整備されています。 

町では約２４０ｋｍの道路を管理しており、交通量の増加により舗装疲労や耐久力の低

下を招いていることから、道路の長寿命化に取り組んでいます。 

また、町には全２６橋の橋梁を有しており、昭和 45 年（1970）から昭和 60 年（1985）

までの１５年間に集中して整備されていることから、架け替え、維持、修繕等に多くの費

用が必要となります。そこで、これら道路と橋梁については、長寿命化計画を策定したと

ころです。 

 

 

近年は、交通量の増加に伴い交通渋滞が発生しており、交通渋滞の解消に向け、交差点

や歩道未整備区間の改良を進める必要があります。 

都市計画道路の整備については、路線の見直しを含め地権者などの理解や協力を得なが

ら計画を進めるとともに、土地区画整理事業との一体的整備を推進する必要があります。 

幹線道路や橋梁については、舗装疲労や耐久力の低下を改善していくために多くの財源

を要することから、交通量や破損箇所を考慮した上で計画的な整備を行うことで長寿命化

を図る必要があります。 

  

２） 幹線道路の整備 

２ 安全安心で活気のある都市基盤の整備 

◆◇現状◇◆ 

◆◇課題◇◆ 

■藤久保交差点 

Ⅱ 安全安心で幸せに暮らせるまち 

◆◇課題◇◆ 
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① 国道・県道の整備促進 【道路交通課】  

交通渋滞を解消するため、交通量の多い交差点や歩道未整備区間の改良など、国道や県

道の整備を促進します。また、核都市広域幹線道路の実現を関係機関に要請します。  
 

② 都市計画道路の整備 【道路交通課/都市計画課】 

都市の骨格を形成する都市計画道路について、路線の見直しや隣接する自治体、土地区

画整理事業との連携を図りながら計画的に整備を進めます。 
 

③ 幹線道路の整備 【道路交通課】  

主要幹線道路については、交通量の増大に伴い、必要に応じて路盤改良を実施するとと

もに、危険箇所の解消などの改良整備を計画的に進めます。 
 

④ 道路・橋梁の長寿命化【道路交通課】 

 道路長寿命化修繕計画により道路舗装の修繕を行い、快適な道路の確保に努めます。 

 また、橋梁についても、予防的な対応を図り、長寿命化によるコスト縮減をめざします。 

 

●関連計画 
 

 

●達成目標 

達成目標 現状値 
平成 31年度 

目標値 

平成 35年度 

目標値 

道路修繕工事計画実施延長 － 12.8km 18.4km 

 

 

 
 
 

  

計画名 計画期間 

道路長寿命化修繕計画 平成 26 年度～平成 35 年度 

橋梁長寿命化修繕計画 平成 26 年度～平成 37 年度 

今後の施策 

■都市計画道路 竹間沢・大井・勝瀬通り線 
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生活道路については、幅員が狭く、歩道が未整備の路線や道路側溝（路面排水）が整備

されていない路線も少なくないのが現状です。 

また、高齢者や障がい者などにとっても安全で快適な道路環境を実現するため、快適な

道路環境を整備するとともに、維持管理を図っているところです。 

さらに、街路樹や街路灯の整備など、沿道の環境や景観の向上にも配慮した、人にやさ

しく利便性の高い道路や歩道を整備しています。 

 

 

生活道路については、道路の拡幅や歩道の確保、交差点の改良などが必要となっていま

す。 

今後も、高齢者や障がい者などにとっても安全で快適な道路環境を実現するため、段差

の解消をはじめとしたバリアフリー化を進める必要があります。 

街路樹や街路灯の設置については、今後も進めていき安全かつ快適な道路環境を整備す

るとともに、改善を図っていく必要があります。 

  

３） 生活道路・歩道の整備 

２ 安全安心で活気のある都市基盤の整備 

◆◇現状◇◆ 

◆◇課題◇◆ 

■街路樹と街路灯 

Ⅱ 安全安心で幸せに暮らせるまち 
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① 生活道路の整備【道路交通課】 

住民の日常生活に密着した生活道路について、安全性と快適性の向上をめざし、利用状

況を考慮した整備を進めます。 

 

② 快適な道路環境の維持・保全【道路交通課】 

歩道・車道の分離を推進することで通学路の改善を図るとともに、安全で快適な歩道空

間を拡充し、人にやさしい都市環境の創造をめざします。既設歩道の段差解消を行い、高

齢者や障がい者に配慮したバリアフリーな歩道の改良や整備を進めます。 

また、道路機能を維持し、日常における安全性を確保するため、道路の補修や修繕を推

進するとともに、清掃、草刈りなどの管理を行い、快適な道路環境の維持管理に努めます。 

 

③ 街路樹や街路灯の設置【道路交通課】 

街路樹や街路灯の設置を進め、安全・快適な道路環境整備を進めます。 

 

●達成目標 

達成目標 現状値 
平成 31年度 

目標値 

平成 35年度 

目標値 

歩道整備箇所 － 16 か所 32 か所 

 

  

今後の施策 

■歩道のバリアフリー化 
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■三芳パーキングエリア 

 

 

 

 

 

 

 

町では、公共交通機関として交通不便地域の解消に向け、民間バス事業者に助成を行い、

地域の足の確保をしてきました。 

また、デマンド交通※を実施することで、町内の交通空白地域の解消に努めています。 

近年自転車による通勤通学が多くなり、町では鶴瀬・みずほ台両駅西口の放置自転車対

策について富士見市と協定を結んで、整理・撤去業務や啓発活動等を進めており、一定の

推進効果がみられるところです。 

東武東上線の鶴瀬駅やみずほ台駅については、東武東上線改善対策協議会を通じて、駅

の安全対策やバリアフリー化を促進するとともに、輸送力の増強を図っています。 

町の唯一の広域的な交通結節点である関越自動車道の三芳スマートＩＣは、小型車限定

（車長６ｍ以下）により、新潟方面のみ利用可能なハーフ運用により運用されています。

その利便性のさらなる向上や地域活性化の促進、災害時対応の強化を期待し、車種制限の

拡大（車長１２ｍ以下）と東京方面への利用を可能にするフル化について、平成２７年

（2015）に国の事業化が決定しました。 

 

 

 住民意識調査においても、バスなどの公共交通の整備を望む声が非常に多いことから、

既存路線の見直しにより、さらなる利便性の向上が必要です。また、今後は住民参加によ

り持続可能な公共交通システムを新たに構築することが大きな課題です。 

東武東上線については、今後も輸送力の増強、安全対策、バリアフリー化等について要

望していく必要があります。また、駅前放置自転車の抑制については、町内の対策とあわ

せて効果的に進める必要があります。 

三芳スマートＩＣのフル化については、平成３０年度（2018）の供用開始をめざし、関

係機関と連携し、着実に整備事業を進めていくことが必要です。 

 

  

※デマンド交通：デマンドは「要求、要請」の意味。利用者が電話などで乗車を予約し、町内の乗り場や行き

先を希望して走る新たな交通システム 

４） 交通政策 

２ 安全安心で活気のある都市基盤の整備 

◆◇現状◇◆ 

◆◇課題◇◆ 

Ⅱ 安全安心で幸せに暮らせるまち 
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① 交通環境の充実【政策推進室】  

公共交通機関を住民がより利用しやすくなるよう、バスを利用しやすくする工夫や公共

交通機関が通行できる道路の整備を行い、公共交通環境を充実させます。 

 

② 新たな公共交通システムの構築【政策推進室】 

住民の移動需要を十分に把握し、住民の町内移動・町周辺の拠点までのアクセスを充実

させるため、既存のバス補助路線の再編や新たな公共交通システムの構築に向けて研究し

ます。 

 

③ 鉄道の整備の促進【政策推進室】 

東武東上線の輸送力の増強、安全対策、バリアフリー化、周辺まちづくりの活性化等に

ついて、働きかけを行います。 

 

④ 放置自転車対策の推進【自治安心課】 

放置自転車の抑止に向け、啓発活動を進めるととともに、富士見市との協議により駅周

辺の放置自転車の整理・撤去や駐輪場対策等を効果的かつ効率的に推進します。 

 

⑤ 三芳スマートＩＣのフル化整備【道路交通課】  重点プロジェクト  

三芳スマートＩＣのフル化に向けて、ＮＥＸＣＯ東日本との共同で整備を進めます。ま

た、整備と併せて、交差点改良を中心としたアクセス道路の改良など必要な安全対策を実

施し、交通結節点としての新たな利用しやすい交通環境を実現します。 

 

⑥ 統一的なサインの整備と適切な誘導【道路交通課/観光産業課】 重点プロジェクト   

交通安全対策や渋滞緩和、観光案内など、三芳スマートＩＣ利用者や観光客を適切に誘

導するわかりやすい統一的なサインを整備します。 

 

●関連計画 

 

●達成目標 

達成目標 
現状値 

（平成 26年度） 

平成 31年度 

目標値 

平成 35年度 

目標値 

三芳スマートＩＣ利用者数 4,714 台  7,200 台 

デマンド交通利用者数（1 日あたり） 16.8 人 32.4 人 ― 

 

  

計画名 計画期間 

交通ビジョン 平成 26 年度～平成 36 年度 

今後の施策 
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近年町内の交通事故（人身）発生件数は、多くの交通安全関係者による啓発活動の成果

もあって、概ね減少傾向にあります。しかし、交通量の増加や交通手段の多様化が進んで

いることから、重大事故にいたるケースもあります。町では、交通安全推進団体や警察と

の協力により、自転車の安全利用の推進や、子ども・高齢者の事故防止等を重点対策とし

て、町内保育所（園）、小学校、高齢者団体などを対象とした交通安全教室の開催や子ども

自転車免許制度の実施など、啓発や教育を進めてきました。 

また、協働のまちづくりネットワーク都市安全グループでは、小学校通学路を踏査して

「安全安心マップ」を作成・更新し、学校や地域と情報を共有して、啓発に効果を上げて

います。 

このほか、平成２７年度（2015）現在１９名の交通指導員が小中学校通学路のべ２４か

所で登下校時に立哨指導を実施し、通学路の安全確保に努めています。 

また、交通事故を防止し、安全安心な交通環境を実現するため、地域の事情を考慮しな

がら交通安全施設を整備しています。 

 

 

交通安全の教育や啓発については、年齢別や主体別の活動を進める必要があります。と

りわけ、多発化傾向にある自転車関連事故の抑止対策が急務となっています。 

通学路の安全確保については、今後も、学校・ＰＴＡ・地域・警察と連携して、子ども

の安全を見守るきめ細かな立哨指導に取り組む必要があります。 

また、安全安心な交通環境の整備を実現するために、道路状況に応じた交通安全施設の

整備を進めることが求められます。 

 

交通事故（人身）発生件数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５） 交通安全 

２ 安全安心で活気のある都市基盤の整備 
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◆◇現状◇◆ 

◆◇課題◇◆ 

Ⅱ 安全安心で幸せに暮らせるまち 
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① 交通安全教育・啓発の推進【自治安心課】  

交通事故を抑制するため、東入間地区交通安全対策協議会と連携して、対象に応じた体

験型や実践型の交通安全教育や啓発活動を推進します。また、協働のまちづくりネットワ

ーク都市安全グループとの協働により「安全安心マップ」の最新化を図ります。さらに、

交通安全推進団体やコミュニティ、交通指導員などの活動主体の連携を図ります。 

 

② 自転車の安全な利用の促進【自治安心課】 

関係法令の改正を受け、「自転車安全利用五則」等の広報・啓発を重点化するとともに、

「（仮称）自転車の安全な利用の促進に関する条例」の制定を進めます。 

 

③ 交通指導員の適正配置と通学路の安全確保【自治安心課】  

交通指導員の研修の充実と適正な配置に努めます。また、小中学校の通学路において、

学校・ＰＴＡ・地域の協力を得ながら、子どもを見守るきめ細かな立哨指導を実施すると

ともに、関係課や警察と連携して通学路の安全確保を図ります。 

 

④ 安全安心な交通環境の整備【道路交通課】 

安全安心な交通環境の実現を図るため、交通量、道路幅員など、道路状況に応じた適切

な交通安全施設の整備を推進します。 

 また、関係機関へ交通規制や信号機等の設置を要請します。 

 

●達成目標 

達成目標 
現状値 

（平成 26年度） 

平成 31年度 

目標値 

平成 35年度 

目標値 

交通事故（人身）発生件数 191 件 185 件 180 件 

交通安全教室参加人数 3,207 人 3,300 人 3,500 人 

 

■交通指導員立哨指導 

  

今後の施策 
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都市化やインターネットの普及などが影響し、子どもや高齢者、女性を狙った犯罪が多

発し、その手口も複雑化・巧妙化しています。 

町では、行政連絡区や防犯推進委員など地域防犯リーダーの育成を図るとともに、自主

防犯団体へのパトロール用品の配布や啓発看板等の設置、青色防犯パトロール車両（青パ

ト）の運行など、地域との協働で防犯対策を進めてきました。 

また、身近な犯罪情報の住民提供や協働のまちづくりネットワークとの協働による安全

安心マップの作成・更新などを通じて防犯意識の高揚につなげています。特に、多発する

振り込め詐欺等の被害に対しては、ホームページやポスター掲示、青パトによる放送や街

頭活動等による予防対策を促すほか、町内における予兆電話や事案発生に伴い、ツイッタ

ー、地域コミュニティメール、防災行政無線などによる注意喚起を行っています。 

一方で、平成２５年（2013）住宅土地統計調査によると、町内の空家は７．７％（うち

放置の可能性２．９％）と推計され、管理不全の空家が犯罪を誘発する危険があります。 

 

 

 

 住民生活の安全の確保に向けて、今後も住民自身の防犯意識を向上させるため住民参加

による防犯活動を促進する必要があります。 

 また、関係機関と連携し犯罪情報を共有するとともに、発生状況をタイムリーに発信す

ることが求められます。 

 空家については、その実態の把握が課題となっています。 

 

 

身近な犯罪の発生状況 

 

 

６） 防犯 

２ 安全安心で活気のある都市基盤の整備 

◆◇現状◇◆ 

◆◇課題◇◆ 

Ⅱ 安全安心で幸せに暮らせるまち 
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■青色防犯パトロール車両 

 

 

① 防犯体制の充実 【自治安心課】 

防犯のまちづくり推進条例に基づき、地域防犯リーダーの育成を図るとともに、「見せる

防犯活動」を中心とした青色防犯パトロール隊や地区の自主防犯活動を支援します。また、

住民の防犯意識の高揚に努め、住民自身による予防を促進して、犯罪を起こしにくいまち

づくりを進めます。さらに、犯罪被害者に対する支援制度や専門機関の周知に努めます。 

 

② 防犯関係機関の連携と防犯情報の共有・伝達 【自治安心課】 

住民生活の安全を確保するため、東入間警察署、東入間防犯・暴力排除推進協議会及び

防犯関係の団体・機関と連携して犯罪情報を共有するとともに、重大事案の発生情報を多

様な伝達手段を活用してタイムリーに発信し、注意喚起を行います。 

 また、管理不全の空家については、法令に基づき関係課が連携して対応するとともに、

地域の協力を得て実態把握に努めます。 

 

③ 防犯灯の修繕整備【道路交通課】 

 安全安心でくらしやすい地域社会実現のため、防犯灯の適切な維持管理と更新を進めま

す。 

 

●達成目標 

達成目標 
現状値 

（平成 26年度） 

平成 31年度 

目標値 

平成 35年度 

目標値 

町民青色防犯パトロール隊隊員数 200 人 230 人 250 人 

防犯灯設置延べ数（ＬＥＤ※化） 298 基 600 基 870 基 

 

  

※ＬＥＤ：Light Emitting Diode発光ダイオードの略で、照明・電球・ライト・テレビなど幅広い分野で

利用されている。省エネ・長寿命などメリットが多く環境保護・地球温暖化防止の観点からも

意味は大きい 

今後の施策 
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町は武蔵野台地という比較的安定した地盤にあり、東日本大震災でも人的被害はありま

せんでした。平成２５年度（2013）埼玉県地震被害想定調査においては、学術調査の精度

や町の耐震化の進捗等に伴い、首都直下地震よる町内の被害想定は全体的に縮小しました

が、木造密集住宅での火災被害が懸念されています。 

町では、震災後速やかに地域との協働で「地域防災初期行動マニュアル」を策定し、そ

の後、平成２６年度（2014）には地域防災計画を全面改訂しました。一方、自主防災組織

や消防団等も、地域防災の核として着実に力をつけてきています。要配慮者対策について

は、災害時要援護者名簿の作成と共有、福祉避難所の指定等を進めてきました。 

防災備蓄品は、災害時要援護者や女性への配慮、食物アレルギー対策などを考慮した見

直しを行う一方、民間事業所との協定を進めてきました。また、防災行政無線を補完する

災害情報伝達手段として、ツイッター、地域コミュニティメール、エリアメール（緊急速

報メール）、防災行政無線電話応答サービス等を導入し、現在は、老朽化した防災行政無線

のデジタル化整備を進めています。 

震災時には、常陸大宮市に救援物資を搬送するほか、福島県大熊町に対し、職員派遣や

ふるさとまつりへ参加をしてきました。 

雨水対策については排水施設の整備が進みましたが、近年、異常気象が頻発しゲリラ豪

雨などによる道路冠水や敷地内浸水が発生しています。町内には土砂災害警戒区域等の指

定はありませんが、竹間沢東地域は荒川・柳瀬川の洪水時の浸水想定区域となっています。 

国民保護については、テロ、ゲリラ攻撃、大規模災害等、国からの緊急情報を迅速に町

内放送できるよう、全国瞬時警報システム(Ｊ－ＡＬＥＲＴ)の保守に努めるとともに、災害

時にも活用可能なＥｍ－ｎｅｔ※通信訓練や安否情報システムの活用訓練を実施していま

す。 

 

 

防災・減災対策については、ハード面・ソフト面の対策を効果的に組み合わせることが

重要です。引き続き地域連携避難訓練等を通じて、自助・共助・公助が最大の効果を発揮

できるよう防災ネットワークを強化する必要があります。一方で、県外自治体や民間事業

所との協定、県や自衛隊との連携など、応援・受援のしくみの確立も求められます。 

固定系防災行政無線については、難聴地域の縮小、戸別受信機等の導入、データ通信そ

の他デジタル化による効果の拡大が検討課題となっています。災害対策本部の通信手段と

なる移動系防災行政無線についても、今後、更新もしくは新たなシステムの導入の検討が

必要です。 

風雪水害も同様に、ハード面の予防対策とあわせて、出動体制や避難勧告などの迅速な

対応が求められています。 

武力攻撃事態等への対策は、引き続き国・県と連携しつつ、国民保護関連の各種システ

ムの保守と情報収集・伝達訓練等を進める必要があります。 

※Ｅｍ－ｎｅｔ：国と地方自治体間の総合行政ネットワーク（LGWAN）を利用して、緊急情報の双方向通信を

行うもの 

７） 防災・国民保護 

２ 安全安心で活気のある都市基盤の整備 

◆◇現状◇◆ 

◆◇課題◇◆ 

Ⅱ 安全安心で幸せに暮らせるまち 
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① 防災・減災対策の実施と自助・共助・公助の連携強化【自治安心課】  

地域防災計画に基づき、地域の減災に努めます。自助として、住民の防災意識の啓発を

進めます。共助として、地区防災訓練、自主防災組織、消防団活動等の取組を支援し、避

難所連絡会議の定着を図ります。公助としては、各課の防災ハード環境の整備を促すとと

もに、緊急時に即応可能な庁内体制づくりを進め、消防組合など公的機関との連携を強化

します。これら、自助、共助、公助が最大の効果を発揮できるよう、総合的な防災訓練を

実施します。 

② 災害時要援護者対策の充実【自治安心課】 

 災害時要援護者避難支援プラン推進会議を中心に、要援護者名簿の登録促進や、避難支

援体制の構築その他平時の福祉見守りと連動した要援護者支援のしくみの充実を図ります。 

③ 防災拠点及び備蓄資機材の整備と災害情報伝達手段の充実 【自治安心課】 

指定避難所等防災拠点施設の安全性や生活環境を確保し、避難者の多様性に配慮した避

難所備蓄の拡充と適正管理を進めます。また、固定系防災行政無線のデジタル化による効

果拡大の検討を進め、伝達手段の充実を図ります。さらに、災害対策本部の確実な通信ツ

ールとして、簡易無線やＭＣＡ無線※等の導入も視野に研究・検討を進めます。 

④ 広域の応援・受援体制の確立【自治安心課】 

大規模災害により町の防災体制だけで対応しきれない状況に備え、県との連携を強化す

るとともに、他市町村、自衛隊等防災関係機関、民間事業所、災害ボランティア等の外部

支援を受け入れやすい体制を整備します。遠隔自治体や公共的団体、事業所等との応援協

定の検討など、広域の応援・受援体制の構築を進めます。 

⑤ 風雪水害に対する体制強化【自治安心課】  

風雪水害時の出動体制や避難勧告などの基準を明確にし、関係団体・機関との協力体制

を含めた迅速な対応が可能なしくみを整備します。一方で、土のうステーションの導入や

近隣の助け合いによる除雪など、風雪水害時における共助の取組を促進します。 

⑥ 国民保護対策の強化【自治安心課】 

武力攻撃事態等の国からの緊急情報を直接住民に伝達するＪ－ＡＬＥＲＴのほか、安否

情報システム、Ｅｍ－ｎｅｔなどの適正管理及び統一訓練への参加に努めます。 

⑦ 業務継続計画の定期的な見直し【政策推進室】 

 来るべき災害に備え、業務継続計画を定期的にチェックし、非常時の際に適切に運用で

きるよう定期的に見直しを実施します。 

 
●関連計画 
 

 

●達成目標 

達成目標 
現状値 

（平成 26年度） 

平成 31年度 

目標値 

平成 35年度 

目標値 

防災行政無線固定系デジタル化整備進捗率 4％ 100％ 100％ 

地域連携避難訓練参加者数 1,026 人 2,000 人 3,000 人 

自主防災組織育成補助金利用団体数 5 団体 7 団体 10 団体 

計画名 

地域防災計画 国民保護に関する三芳町計画 地域防災初期行動マニュアル 業務継続計画 

※ＭＣＡ無線：800ＭＨｚ帯の電波を利用したデジタル業務用移動通信のこと。 

今後の施策 
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 消費者をとりまく環境は、高齢化の進行やインターネットを使った商取引の普及、消費

生活におけるグローバル化など急速に大きく変化し、複雑化しています。それに伴い消費

者トラブルや消費者被害も多様化しています。 

 町では、この多様化し複雑化した消費者問題に適切に対応するため、関係機関と連携し

た相談体制の充実に努めています。 

 

 また、近年では振り込め詐欺や架空請求、ワンクリック詐欺※、送り付け商法など悪質

商法が増加しており、行政のみでは被害を防ぐことが難しいため、消費者自身の正しい判

断やトラブルの対処法など自ら考え行動できることが重要となっています。 

 

 

消費生活センターをより身近な窓口として認識してもらえるようＰＲを積極的に進める

必要があります。 

また、消費者へ適切な情報を提供するとともに、町内の小中学校への啓発講座の実施、

啓発パンフレットやグッズの配布などを行い、消費者教育及び消費者意識の醸成を促進す

る必要があります。 

  

※ワンクリック詐欺：不当料金請求の手法の一つで、アダルトサイトや出会い系サイトなどにパソコンや携

帯電話からアクセスすると、いきなり料金請求の画面が表示されるという手口 

８） 消費者行政 

２ 安全安心で活気のある都市基盤の整備 

◆◇現状◇◆ 

◆◇課題◇◆ 

■消費生活センター 

Ⅱ 安全安心で幸せに暮らせるまち 
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① 消費生活相談の充実 【観光産業課】 

多様化し、複雑化した消費者問題に適切に対応するため、関係機関と連携して相談体制

の充実を進めます。また、消費生活相談室を身近な窓口として、さらにＰＲを行い広く周

知を図ります。 

 

② 消費者教育の充実 【観光産業課】 

自ら正しい判断ができる消費者を育成するために、町内小中学校と連携して啓発講座な

どを実施し、消費者教育の充実を図ります。 

 

③ 消費者意識の醸成【観光産業課】 

消費生活に必要な知識やトラブルの対処法、増加している問題事例などの情報提供を行

い、自ら考え行動できる消費者を育成するために、啓発講座の実施、パンフレットやグッ

ズの配布など、消費者意識の醸成を図ります。 

 

 

  

●達成目標 

 

■消費生活啓発講座 

  

達成目標 
現状値 

（平成 26年度） 

平成 31年度 

目標値 

平成 35年度 

目標値 

消費生活センター利用件数 125 件 140 件 160 件 

啓発講座の実施件数  5 件 ７件 10 件 

今後の施策 


